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　　　　　　　　　　　　　　　　　　アウグストゥス礼拝六人委員
　　　　　　ガリア・ナルボネンシスの

アウグストゥス礼拝六人委員（seviri augustales）

　　　　　　　－－ナルボの場合-

山　本　晴　樹

　近年、ローマ皇帝礼拝研究は、帝国内の様々な社会集団および帝国諸地域のレ

ヴェルで、きわめて多岐にわたって展開されるようになっ右丿本稿もこのような

傾向においてガリア・ナルボネンシスの皇帝礼拝をとりあげるものである。その

際、礼拝の中心的な担い手であったアウグストゥス礼拝六人委員（seviri augus-

ta1J;））に注目し、彼らのあり方からその一面をみてみたい。ここではまずガリ

ア・ナルボネンシスの重要な都市であったナルボのそれをとりあげる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　ナルボのアウグストゥス礼拝六人委員をとりあげる際、まず問題になるのがい

わゆるara Narbonensis 碑文（CIL XII 4333＝ILS 112）に現われるtres equites

Romani a plebe et treslibertiniとの関連である。これに関しては諸説紛紛で、

現在のところ明確な定説はないといってよく、ここでは触れないことにする（;）

　ラテン碑文集成第12逼φ、ナルボのアウグストゥス礼拝六人委員関係碑文とし

て確定できるのは全部で39｛Mjjあり、そのうち名前が知られるのは33例であぷL

以下碑文番号順に当該碑文を挙げ、訳を付す。

［1］CIL XII 3203 ＝ILS 6984 （2世紀）

　　Ｃ・ＡＶＲＥＬＩＶＳ／ＰＡＲＴＨＥＮＩＶＳ／ＯＲＮＡＭＥＮＴＩＳ・ＤＥＣ／ＨＯＮＯＲ-

　　ＡＴｖｓ ・ ｃｏＬ ・ ＡＶＧ ／ ＮＥＭＡＶ§ｉ）･ＩＩＩＩＩｌｖＩＲ ・ ＡＶＧ ／ ｃｏＬ・ｃｏＰＩＡ・

　　ｃＬＡＶＤ ・ ＡＶＧ ・ ＬＶＧＶ汐ﾝＩＴＥＭ ・ ＮＡＲＢＯＮＥ ・ ＭＡＲＴ�ﾚET・n-

　　R ・ lvL ・ sEcvND ・ ARAvsloNfﾝET・FORo・lvLII ・ PACAT（y1）

　　/VBIQVE ・ GRATVITIS ・ HONORIBVS

　　　　　　　　　　　　　　　　　－19－
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　C.Aurelius Parthenius、ネマウススの名誉参事会員、ルグドゥヌム、

更にナルボ、アラウシオ、フォールム・ユーリイのアウグストゥス礼拝六

人委員、何処もsumma honoraria無償。

［2］CIL XII 4318（時期不明）

　　　（　）M/（　）RNELIVS/（　）THVS/（　）R・AVG/（　）AS・

　　　ARG・II･

アウグストウス礼拝六人委員（Co）rnelius（An）thusは２体の銀製の

（彫像をユピテル神に捧げた）。　　　　　　　　　　　　　　　‥

［3］CIL XII 4320 ＝ILS 3632（時期不明）

　　　SEVIR・（　　　）/C ・SALIVS ・STE （　）/LARIBVS ・ MAGNIS ・

　　　ET・VIATOR / DE ・SVO ・ RESTITVTI

アウグストゥス礼拝六人委員C.Salius Ste（phanus）はLares magni

et viator を自己の費用で再建した。　　　　　　　　　　　　　犬

［4］CIL XII 4341 （98年）

　　　ＩＭＰ ／ ＣＡＥＳＡＲ・ ＤＩＶＩ・ＮＥＲＶＡＥ ・Ｆ ／ ＮＥＲＶＡＥ ＴＲＡＩＡＮＯ ・ ＡＶ-

　　　Ｇ ・ＧＥＲＭ ・ＰＯＮＴ ・ ＭＡＸ ・ＴＲＩＢ・ ＰＯＴ ・ＣＯＳＩＩ／Ｑ・Ｓ（　）ＩＬＩＶＳ

　　　（　）ＡＮｖｓ ・ ｍＩＩｌｖＩＲ・ ＡＶＧｖｓＴＡＬ ・ ＤＥ ・ ｓｖＡ ・ ＭＥＤｌｏｃＲＩＴＡ

　　　（　）／（　）ＭＥＮＴＯ・ＦＩＥＲＩ ・ ＰＯＮＩＱＶＥ・ＩＶＳＳＩＴ／ ＡＤ ・ ＶＲＮＡ-

　　　Ｍ ・ＰＯＴＥ （　）

lmperator Caesar divi Nervajl f.Nerva Traiajlus Augustus Germani-

cus pontifex maximus tribunicia potestate co(n)s(ul)II(98年)のた

めに、アウグストゥス礼拝六人委員Q.S(erv)ilius(　)anusは自己の

謙虚さから｡ごが造営され、設置されるように命じた。壷に…

－２０－



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アウグストゥス礼拝六人委員

［5］CIL XII 4354 ＝ILS 1064 （2世紀初頭）

　　　L ・ AEMILIO ・ L ・ F ・ PAP ・ ARCANO/TRIB ・ MIL ・ LEG ・ XI ・ G-

　　　EM・ET・TRIB・/MIL・LEG・I・MINERV・ITEM・TRIB・/MI，

　　　L・LEG・II・AVG・OMNIB ・ HONO / RIBVS ・IN COLONIA SVA ・

　　　FVNCT ・ / ADLECTO・IN ・ AMPLISSIMVM / ORDI-NEM ・ AB ・I-

　　　MP ・ CAES ・ / HADRIANO・AVG ・IIIIII VIR ・ / EQVITVM ・ RO-

　　　MNOR ・ CVRIONI / QVAESTORI ・ VRBANO・TRIB ・ / PLEBIS ・

　　　PRAETORI ・ DESIGNAT ・ L ・ AEMILIVS MOSCHVS ・ HIIII VIR ・

　　　/AVG・PATRONOOPTVMO・POST・OBITVM・EIVS・INLATIS・

　　　ARCAE ・ / SEVIROR ・ OB ・ LOCVM ・ ET ・ TVITIO / NEM ・ STA-

　　　TVAE・HS・N・III・/L・D・D・IIIIII VIROR

L. Aemilius L. f、Pap. Arcanus、第11 Gemina軍団長、第1 Minerva

軍団長２度、第2 Augustus軍団長、彼自身のcoloniaですべての公職

を歴任、ハドリアヌス帝によりamplissimus ordo に特選、sevir equitum

Romanorum、curio、quaestor urbanus、tribunusplebis、praetor desi-

gTlatus（を歴任）、彼のために、アウグストゥス礼拝六人委員L.Aemi-

1iusMoschus は最良の庇護主のために、彼の死後（献呈した）。彫像の

場所と管理と引き換えにseviriの財庫へ3000セステルティウスもたら

される。 Seviri の決議によって与えられた場所。

［6］CIL XII 4376（1世紀）

　　▽VIVノL ・AEMILIO / PHILOMVSO ・SEVIRO / （　　）T（　　）

存命中のアウグストゥス礼拝六人委員L.Aemilius Philomusus に。

［7］CIL XII 4377 ＝ILS 7476（1世紀）

　　L ・AFRANIVS ・CERIALIS ・ L ・/ EROS ・IIIII・ AVG ・ DOMO ・ TA

　　/RACONEOSPITALIS A GALLO GALLINACIO AFRANIA ・CER-

　　IA/LIS L・PROCILLA VXOR AFRANIA / L ・ L ・ VRANIE ・ F 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　－21－



　　ＡＮＮＯＲＶＭ ・ ＸＩ・ ＨＩＣＳＩＴＡＥＳＴ

　　アウグストゥス礼拝六人委員L.Afranius Cerialis 1. Eros、Taraco出

　　身、a Gallo Gallinacio の旅館主、その妻Afrania Cerialis 1. Procilla

　　が（献呈した）。娘Afrania L.1.Uranie、享年11歳、ここに眠る。

［8］CIL XII 4381 （1世紀）

　　Ｎ ・ ＡＮＮＩＶＳ・ ＮＩＧＩ・ Ｌ ／ ＥＶＧＥＮＩＶＳ・ ＳＥＶＩＲ／（　　　　）

　　　……六人委ぎN.Annius Nig （r）口.Eugeniusが（献呈した）｡

［9］CIL XII 4382 （1世紀）

　　　∈ﾀ6ﾝＣ ・ ＡＮＮＩＯ・Ｃ （）／ＰＲＯＣＶＬＯ（　）／ＶＩＲＯ（）／ＩＮ・ＡＧ-

　　　ＲＶ・Ｐ・ＸＶ

　　　アウグストゥス礼拝六人委員故C.Annius C. （1.）Prculusに。奥行15

　　　ペースo.

［10］CIL XI1 4383 （1世紀）

　　　Ｌ ・ ＡＰＯＮＩＯ・ＨＯＭＶＬ （　）／Ⅲｍ ・ ＶＩＲ・ ＡＶＧｖｓＴＡ（　）／ＡＰＯＮＩ-

　　　ＡＥ ・ ＮＥＰＨＥＬＥ ／ ＶＸＯＲＩ ・ ＡＰＯＮＩＡＥ・ＦＡＶＳＴ ・Ｌ

　　　アウグストゥス礼拝六人委員L.Aponius Homu1（us）妻Aponia Nephe-

　　　1e、AponiaおよびAponia Faust（a）1.に。

［11］CIL XII 4384 （時期不明）

　　　（　）ＡＴＨＥＮＩＯＮＩ ・ ＯＬＹＭ （　）／（　）ＶＩＲＯ・ＡＶＧＶＳ（　）

　　アウグストゥス礼拝六人委員（　）Athenio olym （pianus）に。

　　　　　　　　　　　　　　－22－
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　　　　　ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アウグストゥス礼拝六人委員

［12］CIL XII 4385

　　（　）AVCT（　）/（　）EVIR ・ AV （　）

アウグストゥス礼拝六人委員（　）Auct（us）（に）。

［13］CIL XII 4388（1世紀）

　　（　　）CHRYSANTHVS ・ / （　　）M ・ ET ・ CLODIA ・ AGATHE ・

　　VXOR・/（　　）BI ・ DATO ・ EX ・ DECRETO・IIIIII VIRORVM ・

　　AVG・/（　　）T・MARMORI-BVS ・ EX ・ STRVCTVM ・ET ・ DV-

　　CTV・/（　　）T・ET・SPORTVLIS ・ DATIS ・ DEDICAVERVNT

（ナルボのアウグストゥス礼拝六人委員）（　　）Chrysanthus、および

妻Clodia Agathe はアウグストゥス礼拝六人委員の決議により与えら

れた（場所に）、建物と水路からなる大理石造りの（浴場を建て）、かつ

当日施しを与えた。

［14］CIL XII 4390 （1世紀）

　　（　）ＭＭＶＮＩＳ ・Ｌ ・ＣＩＮＮ（　）／（　　）ＴＡＬＩ・Ｃ・Ｉ・Ｐ・Ｃ・Ｎ・

　　Ｍ ／ ＰＲＩＳＣＡＥ・ ＶＸＯＲＩ／Θ・ＣＯＮＣＥＳＳＡＥ ／ＰＲＩＳＣＡＥ ／（　　）Ｐ-

　　ＲＩＳＣＩ／（　　）／・Ｓ・Ｎ・Ｈ．ば7）

ナルボのアウグストゥス礼拝六人委員（Co）mmunis 1. Cinn（amus）

と妻Prisca、そして亡きConcessa Prisca に。（この墓碑は相続人に）

移行しない。また相続人の相続者達にもまた移行しない。

［15］CIL XII 4391（1世紀）

　　　L・LIB・OPTATVS / AVRIFEX ・IIIIIIVIR / AVGVST ・C ・I・ P ・

　　　C・N・M/SIBI＞ET / L ・CORNELIO ・ EPHESO/L・CORNELI-

　　　OCAMPANO/L・CORNELIO・THYAERO

－23

ｉ



1 1

1 ｀

｜

｜

ナルボのアウグストゥス礼拝六人委員［L.Cornelius］L、1.0ptatus、

金細工師、は、自己とL.Cornelius Ephesus、L.Cornelius Campanus、

およびL.Cornelius Thyaerus のために（献呈した｡）

［16］CIL XII 4392 （1世紀）

　　　Ｔ ・ＦＡＤＩＯ Ｔ・Ｌ ・ ＭＡｓｏ （　）／Ｉｌｍｌ ｖＩＲＯ・ ＡＶＧ／ＦＡＤＩＡＥ ・ Ｔ ・

　　　Ｆ ・ ＭＡＳＣＬＩＮ（　）／Ｔ ＦＡＤＩＯ・Ｔ・Ｌ ・ ＶＥＧＥＴＯ／ＳＥＶＩＲ ・ ＡＶＧ ・

　　　／（　）ＦＡＤＩＯ ・ Ｔ・ Ｌ ・ ＶＥＲＥＣＶＮＤ （　）

アウグストゥス礼拝六人委員T.Fadius T.I.Mas(c)u(1us)とFadia

T.f.Masclin(a)とアウグストゥス礼拝六人委員T.Fadius T.1.vege-

tusそしてFadius T.1.verecund(us)に○　　　　　　　･．

［17］CIL XII 4394 （1世紀）　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　ＦＡＮＮＩＡ ・ Ｔ ・ Ｌ ・ ＣＥＬ （　）Ｉ（　）／ＳＩＢＩ ・ ＥＴ ／ Ｃ ・ ＴＲＥＢＯＮＩＯ ・ Ａ-

　　　ＢＶＮＤｏ ／ ＶＩＲＯ ・ ｓｖｏ ／ ｍＩＩＩ（　）ＡＶＧ・Ｎ・Ｍ

Fannia T.1.Cel[s]i[na]は自己および夫のアウグストゥス礼拝六

人委員C.Trebonius Abundus のために(献呈した)。

［18］CIL XH 4395 （1世紀）

　　　Ｑ・ＦＶＬＬＯＮＩＯ／ＴＯＬＯＳＡＮＯ／ＩＩＨＩＩ ＶＩＲＯ ＡＶＧＶＳＴ／ＣＡＥＣＩＬＩＡ・

　　　Ｌ ・Ｆ ／ ＴＥＲＴＶＬＩＡＮ（）／ＶＸＯＲ

アウグストゥス礼拝六人委員Q.Fullonius Tolosanus のために妻Cae-

ciliaL. f.Tertuliajl（a）が（献呈した）。

［19］clL xn 4397 ＝ILs 5495 （2世紀）

　　Ｑ・ｌｖＬＩＯ／ｓＥＲＶＡＮＤＯ／ｍｍ ｖＩＲ・ＡＶＧ／ｃ・１・Ｐ・ｃ・ＮＭ／

　　ＬＩＣＩＮＩＡ・ＰＡＬＬＡＳ／ＭＡＲＩＴＯ・ＯＰＴＩＭＯ／ＩＮＬＡＴＩＳ・ＡＲＣＡＥ／ＩＩ-

　　　　　　　　　　　　　　－２４－

1、.



･「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アウグストゥス礼拝六人委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(18)IIII VIR ・ OB TVITIONEM / STATVAE HS N (x)/L ・ D ・ D ・ IIIIII-

VIR

ナルボのアウグストゥス礼拝六人委員Q.lulius Servandus のためにLi-

cinia Pallas が最良の夫のために（献呈した）。 Seviriの財庫に（彼の）

彫像の管理と引き換えに1000セステルティウスもたらされる。 Seviriの

決議により与えられた場所。

［20］CIL XII 4398 ＝ILS 6971 （2世紀）

　　Ｄ・Ｍ／ＴＩＢ・ＩＶＮＩ・ＥＶＤＯＸＩ／ＮＡＶＩＣＶＬ・ＭＡＲ・／Ｃ・Ｉ・Ｐ・Ｃ・

　　Ｎ・Ｍ・／ＴＩ・ＩＶＮ・ＦＡＤＩＡＮＶＳ／ＩＩＩＩＩＩ ＶＩＲ・ＡＶＧ・／Ｃ・Ｉ・Ｐ・Ｃ・

　　Ｎ・Ｍ・ＥＴ・／ＣＯＮＤ・ＦＥＲＲＡＲ・／ＲＩＰＡＥ・ＤＥＸＴＲＡＥ／ＦＲＡＴＲ，

　　Ｉ ・ＰＩＩＳＳ・

死者たちの霊に、ナルボの船主Ti.lunius Eudoxusの（墓碑）。ナルボの

アウグストゥス礼拝六人委員にして（ロダヌス河）右岸の鉄鉱山請負人

Ti.lunius Fadianus は最も敬虔な兄弟のために（献呈した）。

［21］CIL XII 4400（1世紀）

　　　L・LORINVS / FELIX / VIVI（）/AVAVST

アウグストゥス礼拝六人委員L.Lorinus Felix が（献呈した）。

［22］CIL XII 4404 （時期不明）

　　　（　　）Ｓ・ＭＶＲ（　）／（　　）ＡＶＧＶＳＴ（　）

アウグストゥス礼拝六人委員（　　）s Mur（　）が（献呈した）。

［23］CIL XII 4406（2世紀）

　　　DEC ・IIIIII・VIR ・/ AVGVSTAL / P ・OLITIO / APOLLONIO /II

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－25－

ｒ

－

－

　

－



ⅢI VIR・AVG・ET/NAVIC・C・I・P・C・N・M/OB・MERITA・

ET ・LIBERAL / TATES ・EIVS ・QVI / HONORE ・ DECRETIノVS-

VS ・IMPENDIVM / REMISIT ・ ET / STATVAM DE SVO / POSV-

IT

アウグストゥス礼拝六人委員の決議により、アウグストゥス礼拝六人委

員にしてナルボの船主P.01itius Apollonius のため、彼の以下の功績

と気前の良さの故に（献呈された）。即ちこの者はhonosが決議される

際慣例の費用を免除した、そして自己の費用で彫像を設置した。

［24］CIL XII 4408 （1世紀）

　　　Ｃ ・ ＰＥＬＬＩＯ・ ＡＧＡＴＨＯＤＯＲＯ／Ｃ ・ＰＥＬＬＩＯ・ＡＮＴＨＯ／Ｃ ・ ＰＥＬＬＩ-

　　　ＶＳ ・ ＳＩＬＶＡＮＶＳ／ ＶＩ・ＶＩＲ・ ＡＶＧ

C.Pellius Agathodorus およびC.Pellius Anthus に、アウグストゥ

ス礼拝六人委員C.Pellius Silvanus が（献呈した）。

［25］CIL XII 4412 （1世紀）

　　　ＶＩＶ／Ａ・ＰＯＭＰ（）ＩＯ ・ ＦＥＳＴＯ ／ ＩＩＩＩＩＩ・ ＶＩＲ ・ ＡＶＧ ／ Ａ ・ ＰＯＭＰＥ-

　　　ＩＯ ・ ＡＬＥＸＩ ・ ＰＯＭＰＥＩＡＥ／ ＶＸＯＲＩ／ （　）ＰＯＭＰＥＩＯ・ＤＩＡＤＶＭＥＮ-

　　　Ｏ ／ ＩＩＩＩＩＩ・ ＶＩＲ ・ ＡＶＧ ／ ＰＯＭＰＥＩＡ （　　）／（　　　）／（　　　）

　　　／ＩＮ・Ｆ・Ｐ・ＸＩＩ・ＩＮ・Ａ・Ｐ・ＸＶ

存命中のアウグストゥス礼拝六人委員A.Pomp（e）ius Festus とA.

Pompeius Alexis および妻Pompeiaそしてアウグストゥス礼拝六人

委員（　）Pompeius Diadurnenus　に、Pompeiaが（……献呈した）。。‥‥

正面12ペース、奥行15ペース。

［26］CIL XII 4414（1世紀）

　　　（　）QV（）DR（）NI（）/FIDE（）VI･VIR・A（　）/C･I･P・

　　　　　　　　　　　　　　－26－



?゛゛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アウグストゥス礼拝六人委員

　　　Ｃ・Ｎ・　Ｍ・Ｅ（）／Ｃ・Ｉ・ＡＱ（　）・ＳＥＸＴ（）／ＣＨＲＹＳＯＧＯＮＶＳ

　　　／（）ＦＥＣ（）Ｔ・ＩＮ・Ａ・Ｐ・ＸＶ

　　　ナルボとアクアエ・セクスティアエのアウグストゥス礼拝六人委員（C.）

　　　Quadronius Fide （1is）に、Chrysogonusが建造した。奥行15ペース。

［27］CIL XII 4415 （1世紀）

　　　（　）IIIIII ・ VIRO・AVG / （　）ET・COL・IV（　）/（　）C ・ QV-

　　　ADRONIVS

　　　（ナルボ）と（アクアエ・セクスティアエ）のアウグストゥス礼拝六人委

　　　員c.Quadroniusが（献呈した）。

［28］CIL XII 4416 （1世紀）

　　　Ｑ・ＲＡＭＭＩＯ／Ｑ・Ｌ／ＦＲＯＮＴＯＮＩ／（）ＨＨＩ ＶＩＲＯ／（）ＶＧＶＳＴＡ-

　　　ＬＩ／（　）Ｇ・Ｐ・ＸＶ

　　　アウグストゥス礼拝六人委員Q.Rammius Q. 1.Frontoに。（奥行）

　　　15ペース。

［29］CIL XII 4419 （時期不明）

　　　Ｌ ・ ＳＣＡＮＩＡＮＩＯ／ ＡＴＴＩＣＯ／ ＰＡＴＲＯＮＯ ＳＥＶＩＲＯ／ ＡＶＧＶＳＴ ・ ＥＴ

　　　アウグストゥス礼拝六人委員にして……である庇護主L.Scanianius

　　　Atticusに。

［30］CIL XII 4421 （1世紀初頭）

　　　Ｃ ・ＳＥＰＴＩＭＩＥＮ（）／ＳＡＰＶＬＡＥ・Ｌ／ＮＥＤＹＭＯ・ＶＩ ・ ＶＩＲ／ ＡＶＧ

　　　アウグストゥス礼拝六人委員C.Septimien（us）Sapulae 1. Nedymusに。
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［31］CIL XII 4422 （1世紀あるいは２世紀）

　　　V ・ Q ・ TERENTIVS ・ Q ・L ・ SERENVS Q ・TERENTIO ・Q ・LIB ・ D-

　　　APHNO ・ VESTIAR ・ HHII VIR / AVG ・C ・I・ P ・ C ・N ・M ・ PATR-

　　　ONO ・ OPTIMO ・ ET ・ PIISSIMO ・ ET / OCTAVIAE ・ VALENTINA-

　　　E・ ET ・ T ・POMPEIO ・FIRMO ・ VIRO / ET ・FIRMINO ・ SECVND-

　　　ILLAE ・ PVSINNO・ ET・ POMPEIAE/FIRMVLAE・ LIBERIS・ ET・

　　　LIBERTIS ・ EORVM ・ OMNIVM ・ITEM / LIBERTORVMQVE ・ LIB-

　　　ERIS ・ ET ・ LIBERTIS ・ ET ・ SIBI ・ ET ・ SVIS

存命中のQ.Terentius Q. I.Serenusが（以下の人々のためにこれを献

呈した）。Q.Terentius Q. I.Daphnus、呉服商にしてナルボのアウグ

ストゥス礼拝六人委員、最も善良かつ敬虔な庇護主のために、そして

Octavia valentina、その夫T.Pomeius Firmus、その子Firminus、

Secundilla、Pusinnusのために、Pompeia Firmula の子供たちおよび

彼らすべての子供たちのために、また解放奴隷の子供たちおよび解放奴

隷のために、そして自分自身と彼ら自身のために。

［32］CIL XII 4424 ＝ILS 6970 （1世紀）

　　L ・ VERCIO P田ＳＣＯ／ＩＩＩＩＩＩＶＩＲ・ＡＶＧ／Ｃ・Ｉ・Ｐ・Ｃ・Ｎ・Ｍ・ＥＴ・

　　ＱＶＩＳ ／ ＳＥＸＴＩＳ／ Ｍ ・ ＡＶＲＶＮＣＥＩＶＳ・ Ｍ （）／ＡＭＩＣＯ・ＯＰＴＩＭ（）

　ナルボとアクアエ・セクスティアエのアウグストゥス礼拝六人委員　L

　verciusPriscus に、M.Aurunceius M.(Oが最良の友人のために

(献呈した)。

［33］CIL X!1 4425 （2世紀）

　　　Ｄ ・ Ｍ ／ Ｐ ・ ＶＭＩＤＩ ・ ＺＯ ／ ＩＬＩ・ ＨＩＩＩＩＶＩＲ ／ ＡＶＧ ・ ＣＯＲＰ ／ ＮＡＲＢ

　　　／ＰＯＭＰＥＩＡ ／ ＭＹＲＩＮＥ ／ ＭＡＲＩＴＯ ／ ＰＩＥＮＴＩＳＳＩＭ

死者たちの霊に、ナルボのアウグストゥス礼拝六人委員所1)P.Umidius
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Zoilusの（墓碑）。 Pompeia Myrine が最も誠実な夫のために（献呈し

た）。

-

一

　以上のNarboのアウグストゥス礼拝六人委員の検討は、われわれに以下のこ

とをもたらした。

　まず、時期についてであるが、不明なものを除いた残りは、すべて１世紀ない

し２世紀のものであった。アウグストゥス礼拝六人委員の性格からして、１世紀

以前にさかのぼりえないのは当然としても、３世紀以後のものが存在しないとい

うことは、なにを意味するのであろうか。恐らくこれは、ナルボのアウグストゥ

ス礼拝六人委員がすぐれて帝政初期の現象であったことを示唆するであろう。

　次に、このアウグストゥス礼拝六人委員は２世紀になると変化をみせることに

なる。即ち、ordo化である。２世紀の碑文（［33Dで、P.Umidius Zoilus が

sevir augustalis corporatus と記されているのがそれである。またordo化され

たアウグストゥス礼拝六人委員はこの時期、自己の土地と財庫を所有している

（［5］、［19D。

　そしてアウグストゥス礼拝六人委員がナルボだけではなく、他都市のそれを歴

任している事例があることである。即ちCIL XII 3230 （［月］では、C.Aureli-

us Parthenius は、ルグドゥヌム、ナルボ、アラウシオ、フォールム・ユーリイ

イの４都帚し）アウグストゥス礼拝六人委員を歴任していた。またCIL XII 4414

et 4415 （［26］、［27］）およびCIL XII 4424 （［32Dは、ナルボとアクアエ・セ

クスティアエのアウグストゥス礼拝六人委員を歴任した事例であった。このよう

な事実はなにを意味するのであろうか。単にアウグストゥス礼拝六人委員はナル

ボの市民である必要はなかった、というような消極的な意味以上のものがあるよ

うに思われるが、ここではこれ以上の追求は不可能である。

　更に、われわれはナルボのアウグストゥス礼拝六人委員の日常的な姿の一端

を見いだしうる。彼らの職業を少数ながら知りうるからである。 Navicularius

（船主［20］、［23D、hospitalis（旅館主［7］）、conductor ferrariarum （鉄鉱

山請負人［20］）、vestiarius（呉服商［31］）がそうである。またわれわれは彼
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らの具体的な活動の一端をも知りうる。即ち、彼らは神々に彫像を捧げ（［2］、

［3D、公共建築物（浴場［13Dを建て、更に施しを与えている（［13D。

　結局、ナルボのアウグストゥス礼拝六人委員の検証は、われわれにあまり豊か

な像をもたらさなかった。これは史料的な制約のしからしめるところであろう。

従ってわれわれは、ナルボー都市のみでアウグストゥス礼拝六人委員像を結論づ

けることはできない。やはりガリア・ナルボネンシスという一定の地域において

統一的な像を追求しなければならないであろう。ナルボ以外の都市のアウグストゥ

ス礼拝六人委員の検証が必然的にわれわれの課題となるわけである。

　ただここでは、アウグストゥス礼拝六人委員というものが一つの肩書として定

着している事実を確認しておく必要がある。碑銘に故人を顕彰するさい、この名

称を刻みえたということは、アウグストゥス礼拝六人委員の一種の公職的な性格

をわれわれに教えるであろう。

　註

（1）例えば最近の研究で，Ｓ． Ｅ．０ｓｔｒｏｗはイタリアのカンパニア地方のaugustalesを対

　象として，それの簡潔なスケッチを試みている。Cf.S.E.0str･w，Augustales along

　the Bay of Naples : A case for their early growth， 』!7lsgoriaBand xxxIV

　/1（1985）pp.64-101.

（2）Seviri augustalesについてはヽR.Duthoy，Les゛ Augustales， in :　j47V7iW XVI

　2（1978）pp.1254-1309.特にpp.1265-1277.

（3）P.Kneissl，Entstehung und Bedeutung der Augustalitat， in: air｡,110（1980）

　SS.291-326; M.Gayraud，jvay･&○几/le aMigug＆s origi71s a la /in da ＪIZlg

　siacle，Paris 1981，pp.358-336.拙稿「Ara Narbonensis碑文（CIL　XII 4333）を

　めぐって」「史学論叢」２１号（1990年）pp.105－116.

（4）0.Hirschfeld，Corpus lnscripti･num Latinarum xll，Berlin 1888.

（5）Gayraudはこれ以外に２例挙げている。Cf.M.Gayraud，叩｡・g.，p.370f.

（6）残り６例はsevlr augustalisの文字のみで，名前は欠如している。Cf.CIL XII

　4437,4438,4439,4440,4441，5965.

（7）Col（onia）Aug（usta）Nemausus以下ネマウススと略。

（8）Col（onia）Copia Claud（ia）Aug（usta）Lugdunum以下ルグドゥヌムと略。

（9）Col（onia）lul（ia）（Claudia）（Paterna）Narbo Martius以下ナルボと略。
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o(I　Col(onia)Fir(ma)lul(ia)Secund(anorum)Arausio以下アラウシオと略。

(n)Col(onia)(Octavanorum)Pacata Forum　lulii以下フォールム・ユーリイイと略。

叫　Cf.M.Gayraud，叩.cig.,p.370.

C13　Gayraudは泉を推定している。Cf.M.Gayraud，叩.dz.,p.370.

a4　Narboで発見される唯－のsevirであるが，碑文に欠落があるので確証はできない。

a19　Hirschfeldは時期不明としている。Cf｡0.Hirschfeld，叩.ci£｡,p.538.

㈲　obitus(故)を意味する。

吻　Hirsbfeldはここを[h(oc)m(onumentum)h(eredem)n(on)]s(equetur)n(ec)

　h(eredes)h(eredis)と解読している。

叫　1000を表す。

叫　Cf.H.Dessau，op.cig.，p.698(6971 n.4)｡

叫　Gayraudは時期不明としている。Cf.M.Gayraud，叩.ci£｡，p.371.

叫　これについては後述。

如　Hirschfeldによれば，この４都市の記述の順位はその都市の重要度に比例していると

　いう。Cf.M.Gayraud，叩.ciz.，p.372 n.410.

叫　DuthoyもGaUia Narb･nen面i以外の1司様の事例を挙げているが，積極的な意味づ

　けを行ってはいない。Cf.R.Duthoy，。J,.cig.，p.1269 n.107，

叫　Gayraudはこれに関しでsemi-magistrats'(半公職)という表現をしている。Cf｡

　M.Gayraud，叩.cig.，p.373.
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